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資料２－１

令和２年９月
内閣官房内閣人事局

S A B C D

能力評価
（H30.10～R1.9）

88.5% 11.5% 0.0% 100.0%

業績評価
（R1.10～R2.3）

85.7% 14.3% 0.0% 100.0%

業績評価
（H31.4～R1.9）

85.7% 14.3% 0.0% 100.0%

能力評価
（H30.10～R1.9）

9.1% 53.2% 37.2% 0.4% 0.0% 100.0%

業績評価
（R1.10～R2.3）

11.2% 52.1% 36.3% 0.4% 0.1% 100.0%

業績評価
（H31.4～R1.9）

10.0% 51.8% 37.8% 0.4% 0.0% 100.0%

一般職員

幹部職員


00全体職制別

																令和２年９月 レイワ ネン ガツ

																内閣官房内閣人事局 ナイカク カンボウ ナイカク ジンジ キョク



				評語分布調査（平成30年10月～令和２年３月）



								S		A		B		C		D

				幹部職員 カンブ ショクイン		能力評価
（H30.10～R1.9）				88.5%		11.5%		0.0%				100.0%

						業績評価
（R1.10～R2.3） ギョウセキ ヒョウカ				85.7%		14.3%		0.0%				100.0%

						業績評価
（H31.4～R1.9） ギョウセキ ヒョウカ				85.7%		14.3%		0.0%				100.0%

				一般職員 イッパン ショクイン		能力評価
（H30.10～R1.9）		9.1%		53.2%		37.2%		0.4%		0.0%		100.0%

						業績評価
（R1.10～R2.3） ギョウセキ ヒョウカ		11.2%		52.1%		36.3%		0.4%		0.1%		100.0%

						業績評価
（H31.4～R1.9） ギョウセキ ヒョウカ		10.0%		51.8%		37.8%		0.4%		0.0%		100.0%
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能力評価
職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力の評価 【年１回】

・職制上の段階及び職務の種類に応じて定められた「職務上発揮することが求められる能力（標準職務遂行能力）」
に照らし、職員が実際に職務上とった行動がこれに該当するかどうかを評価。

・一般の職員は５段階評価（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）、局部長級は３段階評価、事務次官級は２段階評価。
・評価期間は、毎年１０月１日～翌年９月３０日。

業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績の評価 【年２回】

・職員が果たすべき役割を「目標」として期首に設定した上で、その果たした程度を評価。
・一般の職員は５段階評価（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）、局部長級は３段階評価、事務次官級は２段階評価。
・評価期間は、毎年１０月１日～翌年３月３１日及び翌４月１日～９月３０日。

〇 国家公務員の人事評価は、任用、給与、分限、人材育成等、全ての人事管理を行うための基礎となるもの。
○ 「能力評価」と「業績評価」の２種類の評価を実施。
〇 従前の勤務評定と異なり、評価基準を明確化し、民間と同様の目標管理の仕組みを導入したことに加え、
期首・期末には評価者・被評価者間で面談を行ってコミュニケーションの機会を持ち、評価結果の開示と
ともに指導・助言を行うこととしている。

勤勉手当、昇給
Ｓ・Ａを得た者の中から、上位グループを決定
・昇給：5％（極めて良好）、20％（特に良好）
・勤勉手当：5％以上（特に優秀）、25％以上（優秀）
※一般の職員の例

昇任

・本省室長級以下への昇任の場合、直近2回の能力評
価のうち、少なくとも１回が「Ａ」又は「Ｓ」である必要

・「Ｄ」の場合、分限の契機となる

活用基準例

人事評価制度の概要

○ 人事評価は絶対評価により実施（人事評価は、適材適所の人材配置、人材育成、業務改善等に活用するため、他の職員との比較ではな

く、評価項目や設定された目標に照らして、職員一人一人の職務遂行能力や勤務実績をできる限り客観的に把握し、適切に評価する仕組み

とする必要）。

○ 評価者による評価実施後、調整者は全体評語に不均衡があるかどうかという観点から調整を行い、実施権者は調整者による調整が適当

であるか審査。適当でないと認める場合には、調整者に再調整を行わせた上で、実施権者の確認をもって評価が確定。

○ 人事評価の結果は、任免（昇任等）、給与（勤勉手当、昇給、昇格等）のほか、人材育成等において活用されている。

2

参考



特に優秀 190～115/100 以上

優秀 115～103.5/100 以上

良好（標準） 92/100

良好でない 92/100 未満

Ａ ８号俸以上昇給

Ｂ ６号俸昇給

Ｃ ４号俸昇給

Ｄ ２号俸昇給

Ｅ 昇給なし

人事評価と任用・給与等への反映

直近の能力評価１回及び業績評価
２回分の評価結果の組合せが上位
の者の中から予算の範囲内で上位
の昇給額（８号俸以上又は６号俸）
に決定（標準は４号俸）

昇 給

勤勉手当

人事評価に基づき昇任者を決定（ポストに限りあり）
昇任基準は人事院規則
本省課長の場合、直近の能力評価がA以上等

能力評価の項目、評価結果を研修の計画・実施、職員の自発的
能力開発に活用

人材育成

５％以上

２５％以上

成績率
（例：令和２年６月期の本省補佐級以下）

決定できる職員の割合
（例：本省補佐級以下）

能力評価

業績評価

人事評価

５％

２０％

決定できる職員の割合
（例：本省係長～補佐級・55歳未満）

任用

Ｓ又はＡ

Ｂ

Ｃ又はＤ

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

※支給総額は法律
において規定

※割合については
人事院通知で規定

※割合については
人事院通知で規定
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